
①相談（修理予定箇所の写真を持参して下さい）

②住宅の応急修理申込書（様式第１号）を提出（※）

③住宅応急修理見積書（様式第３号）を交付

　　⑩応急修理決定通知書（様式第５号）を交付
　　　　※見積書（様式第３号）（写）を添付

　　⑮履行確認後、その旨連絡

⑯応急修理工事代金の請求

⑰応急修理工事代金の支払い

申込については、他に添付書類があります。

応急修理の箇所、施工前、施工中及び施工後の工事写真を提示すること。
工事完了報告書（様式第６号）には、施工前、施工中及び施工後の工事写真を添付すること。

申込者
（被災者）

指定業者

⑦見積書（様式第３号）を提出
（※１） 　工事完了予定日の確認

４　工事完了、支払い

※２　

申込者
（被災者）

指定業者

※１　

１　相談・申込

２　見積依頼・契約

④修理業者を選定、住宅応急修
理見積書の作成依頼

⑤見積書（様式第３号）の作成、
提示（※１）

住宅応急修理見積書（様式第３号）には、屋根、壁、土台等部位ごとの工事明細を明記し、被害状況、工事
予定箇所を示す施工前の写真を添付すること。

⑥見積書（様式第３号）に自署又
は記名押印し返却

⑧修理依頼書（様式第４号）、請
書を交付

泉崎村

住宅応急修理事務手続きの流れ　～準半壊以上～

※３　

⑬実施を確認後、工事完了報告
書（様式第６号）に自署又は記名
押印し、工事写真とともに返却

⑭工事完了報告書（様式第６号）
を提出（※３）

申込者
（被災者）

指定業者
⑪工事日程を調整の上、住宅応
急修理を実施

指定業者

⑫工事完了報告書（様式第６号）
及び工事写真を提示（※２）

５　住宅応急修理の手続完了

泉崎村

　　 ※　

申込者
（被災者）

泉崎村

３　住宅応急修理の実施

⑨請書に収入印紙貼付、記名押
印し提出


